
ふ る さ と づ く り 出 前 講 座

「生活保護法について」

館林市役所 社会福祉課 保護係  

係 長 米山 美奈子 氏
係長代理 須貝 和也 氏

邑楽町役場 ３階 大会議室
※庁舎東側入口よりお入りください

在宅医療介護連携相談センターたておう 

〒374-0043 群馬県館林市苗木町2497-17
℡：0276-55-0118 Fax：0276-73-0215
：tateou-soudan@mail.gunma.med.or.jp

主催：在宅医療介護連携相談センターたておう

共催：一般社団法人群馬県介護支援専門員協会邑楽館林支部

１１/１９
13：30

15：00
ご不明な点等ございましたら、在宅医療介護連携相談センターたておうまでお問合せください。

第29回

たておう合同学習会終了時に「多職種からのお知らせ」コーナー
を設けました。ぜひ、皆さまに知っていただきたい情報やトピックス、
またはご自身の施設・事業所のイベントのＰＲなど・・・短い時間で
すがご活用ください。ご希望の事業所はお問合せください。

生活保護法について学んでみませんか？

高齢者の
生活保護基準

受給の条件

最近の高齢者の
経済状態

生活保護の
申請方法や
金額

受けられる支援内容

館林邑楽地域の多職種の方

場 所

対 象

講 師

火

▼

日 時

ミニ講演会

たておう合同学習会



FAX：0276-73-0215 

申込締め切り：令和 6年 11月 18日（月）  
 

 

 

 

 

 

 

 

≪参加申込書≫ 

所属施設名  

電 話 番 号   

連絡担当者名  

 お名前 職 種 

1   

2   

3   

4   

5   

※個人情報について※ 

ご参加される方々の個人情報を、以下の目的に利用させていただく場合があります。 

不都合のある方は、申し出ください。 

1.研修の様子の写真撮影 

2.お名前・ご所属等のリスト作成（名簿など） 

令和 6年 11月 19日（火）13：30～15：00 

「第２9回たておう合同学習会」 

相談セ ン ターたてお う 

（ 送 付 状 不 要 ） 
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